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    令和９年度固定資産の評価替えに関する留意事項について 

 

 令和９年度の固定資産の評価替えについては、別添「令和９年度固定資産

の評価替えに関する留意事項」に留意のうえ、市町村の事務が円滑に進めら

れるよう準備を整えていただくようお願いします。 

 また、この旨については貴都道府県内市町村に御連絡をお願いします。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４（技術的な

助言）に基づくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和９年度固定資産の評価替えに関する留意事項 

 

Ⅰ 土地 

 

【１】 基本的事項 

 

 １ 適正な評価の実施等 

(1) 適正な評価の実施 

    土地の評価に当たっては、固定資産評価基準（昭和38年自治省告示第

158号。以下「評価基準」という。）によって、均衡のとれた適正な評

価を行うこと。また、地目の変換等現況変更の把握漏れ等による課税誤

りのないよう現況の把握について適正を期すること。 

 

  (2) 評価に関する資料の整備保存 

 土地の評価に関する資料（評価調書、間口・奥行等の画地に係るデー

タ等）について、適切な整備保存に努めること。 

 

  (3) 納税者への説明 

 課税庁としての説明責任にかんがみ、納税者に対して土地評価の仕組

みや評価額の算出過程について分かりやすく説明するよう努めること。 

 

 ２ 評価の均衡確保等 

  (1) 基準地価格 

 指定市町村の基準地価格については総務大臣が、指定市町村以外の基

準地価格については都道府県知事が、それぞれ調整を行うこととされて

いるが、都道府県において当該調整を行う際には、市町村間の価格の均

衡を図ること。 

 

  (2) 市町村の境界付近における標準地価格 

   ① 宅地については、評価の均衡を図るため市町村の境界付近の標準宅

地に係る鑑定評価価格に関して、調整すべき事項や日程等についての

情報交換を十分行い、不均衡が生じないよう努めること。 

② 宅地以外の地目に係る土地の評価においても、関係市町村間で十分

に協議を重ね、不均衡が生じないよう努めること。 

 

  (3) 法規制等により利用制限等のある土地の評価 

    法令等による開発行為の制限、建築規制等の土地の利用制限等が土地



の価格に影響を与える場合には、当該影響を適正に評価に反映させるこ

と。 

 

 ３ 各地目共通の事項 

  (1) 価格調査基準日 

    令和９年度評価替えに係る価格調査基準日（不動産鑑定評価を求める

際の価格時点その他価格を把握するための事務作業の基準日）は令和８

年１月１日であること。 

 

(2) 現況の把握 

現況の把握は、毎年実施すべきものであるが（地方税法（昭和25年法

律第226号。以下「法」という。）第408条）、評価替え前年においては、

特に地域別利用状況の変化及び地価動向等について十分留意すること。 

 

  (3) 地価動向に関する諸資料の収集及び分析 

    評価替えに当たって、市町村は次の区分により、所要の資料の収集分

析に努め、地価動向を十分に把握して適正な評価を行うこと。 

   ① 宅     地………地価公示価格、都道府県地価調査価格、鑑定

評価価格、相続税路線価 

   ② 宅地以外の地目………地価公示価格、都道府県地価調査価格、売買

実例価額、精通者価格、農地法（昭和27年法

律第229号）第３条による農地の所有権移転

の許可申請の際に農業委員会に提出される土

地の対価 

 

  (4) 地区区分の見直し 

(2)により把握した地域別利用状況の変化及び地価動向等に基づき、

用途地区、状況類似地区（域）の見直しを行うこと。その際、標準地間

の価格差の状況を見極めつつ、都市計画法（昭和43年法律第100号）の

地域地区区分及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補（以下「不動産鑑定

士等」という。）の意見等も参考にすること。また、状況類似地区（域）

内で異なる価格変動が生じ、標準地からの比準では対応が困難な場合等

は、地価動向を踏まえ適切に状況類似地区（域）の区分を行う必要があ

ることに留意すること。 

    一方、固定資産税評価に係る事務負担の軽減等の観点からも、相互に

近接する状況類似地区（域）間で価格形成の要因が類似し、価格に大き

な差がないと認められる場合にはその統合を検討する等、必要に応じて、



状況類似地区（域）のあり方について検討すること。 

 

  (5) 標準地の検証 

標準地については、評価基準に定める選定方法に合致しているかどう

かについて十分検証し、必要な場合には見直しを行うこと。 

 

  (6) 都市計画区域における留意点 

    都市計画区域における市街化区域と市街化調整区域との区分の見直し

等が行われた場合には、例えば、市街化区域農地として評価されていた

土地が一般農地として評価される等、当該区域に係る土地の評価方法の

変更が必要になることもあるため留意すること。 

 

 ４ 事務処理日程 

   評価替えの主な事務処理日程（予定）は、概ね別紙「令和９年度の評価

替えに関する事務予定表」（以下「事務予定表」という。）のとおりであ

ること。 

 

【２】 地目別の事項 

 

 １ 宅地 

  (1) 標準宅地の適正な時価の評定 

標準宅地の適正な時価の評定に当たっては、地価公示価格等の７割を

目途とすることとし、それぞれ次の価格を活用すること。 

    この場合においては、「鑑定評価書に係る『１平方メートル当たり標

準価格』の取扱いについて」（平成４年８月20日付け事務連絡）及び

「鑑定評価書に係る『１平方メートル当たり標準価格』の取扱い等につ

いて」（平成７年９月19日付け事務連絡）に留意すること。 

   ① 令和８年地価公示価格 

   ② 令和７年都道府県地価調査価格      標準宅地と同一地点 

（令和８年１月１日に時点修正したもの） にある場合に限る。 

   ③ 令和８年１月１日現在の鑑定評価価格（上記①、②以外の標準宅地） 

また、①及び②については、不動産鑑定士等から意見書を徴するなど

して画地条件等補正内容について十分把握する必要があること。 

 

  (2) 価格調査基準日以降の評価額の下落修正措置 

令和８年１月１日以降の地価動向によっては、評価基準第１章第12節

二と同様の措置を講じる予定であること。 



 

  (3) 鑑定評価価格 

   ① 不動産鑑定評価基準等に定める要件を具備する鑑定評価書により鑑

定評価価格を求めること。 

     また、当該鑑定評価価格について、担当した不動産鑑定士等に対し、

その価格決定理由等について十分に説明を求めるとともに、取引事例

の把握や個別的要因の標準化が適切かどうか、面的なバランスが取れ

ているか等について十分精査すること。 

   ② 鑑定評価価格は、宅地の固定資産税評価額の基礎となるものであり、

「宅地の評価における都道府県単位の情報交換及び調整に関する調の

調査結果について」（平成26年10月14日付け総税評第37号）で示して

いるとおり、鑑定評価価格に関して調整を図ることは、評価の均衡を

確保するうえで重要な過程であることから、これを活用するに当たっ

ては、地価公示価格及び都道府県地価調査価格との均衡並びに鑑定評

価価格相互間の均衡を図るため、市町村間及び都道府県内における広

域的な情報交換等必要な調整を行うこと。 

     また、市町村の境界や都道府県の境界での均衡を図るためには、こ

の付近の標準宅地に係る鑑定評価の情報交換や調整等が特に重要であ

ることに留意すること。 

 

  (4) 路線価の付設等   

路線価の付設等に当たっては、次の点に十分留意のうえ、状況類似地

区（域）内の宅地について均衡のとれた適正な評価を行うこと。 

その際、状況類似地区（域）の境界付近の価格に不均衡が生じないよ

う留意すること。 

① 市街地宅地評価法による場合においては、その他の街路の路線価の

付設に当たり主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接す

る宅地との利用上の便等の相違を適正に反映させること。また、一つ

の街路を挟んで利用状況や価格形成の要因が異なる場合等、同一の路

線価とすることによって評価上不均衡が生じる場合は、一つの街路に

二つ以上の路線価を付設する等により価格の差異を適切に反映させる

こと。 

   ② その他の宅地評価法による場合においては、評価基準別表第４「宅

地の比準表」により、適正な比準を行うこと。 

 

  (5) 路線価等の公開 

固定資産税の評価の適正の確保と納税者の評価に対する理解の促進に



資するため、法第410条第２項に基づく路線価等の公開について、適切

な運用に努めること。 

また、その際には、デジタル技術を活用し、納税者の利便性の向上を

図ること。 

 

  (6) 相続税路線価との均衡 

 相続税路線価との均衡に十分配意し、関係官署と連絡を密にすること

（「財産評価額（相続税評価額）と固定資産税評価額の適正化を推進し

均衡を確保するための了解事項について」（平成７年５月25日付け自治

評第17号）参照）。 

 

  (7) その他 

    次のことについて調査し検討を行ったうえで、必要に応じて評価に反

映すること。 

   ① 公共施設の整備状況、土地区画整理事業の施行状況等土地の価格に

影響を与える状況変化 

   ② 都市計画施設予定地、日照阻害地等評価上補正を要する土地の現況 

   ③ その他の宅地評価法から市街地宅地評価法への移行に当たっては市

街地的形態の形成状況 

 

 ２ 農地 

  (1) 一般農地 

土地改良事業の施行による区画形質の変更等地域の実態の把握、状況

類似地区の見直し等により、均衡のとれた適正な評価を行うこと。 

 

  (2) 市街化区域農地 

市街化区域農地の評価に係る「宅地に転用する場合において通常必要

と認められる造成費に相当する額」については、調査、検討を行い、別

途通知（発出時期については事務予定表参照）する予定であること。 

なお、田園住居地域内市街化区域農地（市街化区域農地のうち、都市

計画法第８条第１項第１号に規定する田園住居地域内のもの）の評価に

ついては、都市計画部局と田園住居地域の指定状況等について情報共有

し、適正な評価を行うこと。 

 

  (3) 勧告遊休農地 

勧告遊休農地（農地のうち農地法第36条第１項の規定による勧告があ

ったもの）に関する取扱い等については、「勧告遊休農地に係る評価方



法の変更及び農地中間管理機構に貸し付けた一定の農地に係る課税標準

の特例措置に関する留意事項について（通知）」（平成28年５月25日付

け総税固第39号）を参照して、農業委員会と十分に連携し、適正な評価

を行うこと。 

 

  (4) 高度化施設用地 

高度化施設用地（農地法第43条第２項に規定する農作物栽培高度化施

設の用に供する土地）に関する取扱い等については、「農作物栽培高度

化施設の用に供する土地の評価について（通知）」（平成30年11月20日

付け総税評第38号）等を参照して、農業委員会と十分に連携し、適正な

評価を行うこと。 

 

 ３ 山林 

   一般山林については、林道整備の状況等による状況類似地区の見直し等

により、均衡のとれた適正な評価を行うこと。 

 

 ４ その他の土地等 

  (1) ゴルフ場等用地 

 ゴルフ場用地の評価に用いる「山林に係る平均的宅造費」及び「ゴル

フ場のコースに係る全国の平均的造成費」については、別途通知（発出

時期については事務予定表参照）する予定であること。 

 

  (2) 農業用施設用地 

農業用施設用地の評価については、「農業用施設用地の評価等に関す

る留意事項について」（平成11年９月29日付け自治評第40号）等に留意

し、均衡のとれた適正な評価を行うこと。 

 

  (3) 砂防指定地 

砂防指定地内の山林の評価について、評価基準本文に定める方法（価

額の２分の１を限度とした減価をして評価すること）が原則であるため、

ただし書によって実施している市町村にあっては、都道府県とも連携の

うえ、当該土地の地積が特定できるよう努めること。 

  



Ⅱ 家屋 

 

 １ 適正な評価の実施等 

  (1) 課税客体の把握 

家屋の評価に当たっては、評価基準によって適正な評価を行うととも

に、賦課漏れ、滅失家屋の捕捉漏れ等による課税誤りのないよう課税客

体の把握について適正を期すること。 

 

  (2) 評価に関する資料の保存等 

    家屋の評価に関する資料（評価調書、評点数付設表等）については、

当該家屋が滅失するまで保存するよう努めること（法第343条第10項

（特定附帯設備）の規定により課税した場合における資料の保存につい

ても同様であること。）。 

    特に、法第409条第２項（都道府県知事からの価格の通知）により評

価した場合においては、評価の根拠となった資料の収集及び保存に努め

ること。 

    また、都道府県にあっては、法第73条の21第３項に基づく価格その他

必要な事項の通知に際し、価格決定の根拠となった資料を市町村へ送付

すること。 

 

  (3) 納税者への説明 

    課税庁としての説明責任にかんがみ、納税者に対して家屋評価の仕組

みや評価額の算出過程について分かりやすく説明するよう努めること。 

 

 ２ 評価基準の改正 

  (1) 標準評点数の積算 

令和９年度評価基準における標準評点数については、令和７年７月現

在の東京都（特別区の区域）における物価水準により算定した工事原価

（資材費、労務費及び建築工事に直接必要とする諸経費等）に相当する

費用に基づいて、その費用の一円を一点として表す予定であること。 

 

  (2) 再建築費評点基準表  

① 評価基準別表第８「木造家屋再建築費評点基準表」について整理

統合する方向で検討していること。 

② 評価基準別表第８「木造家屋再建築費評点基準表」及び評価基準

別表第12「非木造家屋再建築費評点基準表」における標準量（標準

的な家屋の各部分別の単位当たり施工量）並びに補正項目及び補正



係数について見直す方向で検討していること。 

 

   ③ 評点項目等については、「令和９基準年度の再建築費評点基準表に

おける評点項目等要望調査について（照会）」（令和６年７月１日付

け総税評第28号―調査対象団体：都道府県、指定都市、県庁所在市、

中核市及び施行時特例市等）の結果も踏まえて整理合理化を行うほか、

必要に応じ新規項目等の追加を行う予定であること。 

 

  (3) 在来分家屋の評価 

在来分家屋の評価については、令和９年度評価基準における再建築費

評点補正率により実施すること。 

なお、非木造家屋に係る再建築費評点補正率に関しては、令和７年７

月現在の東京都（特別区の区域）における物価水準の状況を踏まえ、当

該補正率を定める区分のあり方について検討する予定であること。 

 

  (4) 需給事情による減点補正 

需給事情による減点補正の適用に当たっては、「事業の用に供する家

屋のうちクラブハウス等に対する需給事情による減点補正の適用につい

て」（平成26年３月26日付け総税評第11号）に留意すること。 

 

  (5) 経過措置 

物価水準による補正率については、必要に応じ改正を行う予定である

こと。 

なお、指定市における物価水準による補正率の状況を踏まえ、今後、

物価水準による補正率の下限のあり方について検討する予定であるこ

と。 

 

 ３ 事務処理日程 

   評価替えの主な事務処理日程（予定）は、概ね事務予定表のとおりであ

ること。 



 （別紙）  
 令和９年度の評価替えに関する事務予定表  

  
評価替えに関する事務 

 
 

概要 

調書 
 

令

和

７

年

度 

４月  照会 

５月 令和９年度固定資産の評価替えに関する留意事項(通知)   

６月    

７月 指定市町村の見直しに係る調査(土地)  提出 

８月    

９月    

10月    

11月    

12月    

１月 (令和８年度に係る賦課期日) 

基準地及び標準地に関する調査照会(土地) 

  

２月    

３月 地方財政審議会固定資産評価分科会 

・評価基準改正案(再建築費評点基準表(案)等(家屋)) 

  

 再建築費評点基準表(案)等の提供(家屋)   

令

和

８

年

度 

４月 評価基準改正案に係る意見公募(再建築費評点基準表等(家屋)) 

評価変動割合等調照会(土地) 

 

 

照会 

５月 基準地及び標準地に関する調査検収(土地)  

６月 告示及び通知(再建築費評点基準表等(家屋))   

 指定市町村の基準地価格(田、畑、宅地及び山林)に関する調整(６月～８

月)(土地) 

  

７月 市街化区域農地の標準的造成費通知(土地)  提出 

 ゴルフ場用地の平均的造成費等通知(土地)   

 評価変動割合等調(下落修正反映前)検収(土地)   

８月    

９月 地方財政審議会固定資産評価分科会   

 ・評価基準改正案(経過措置(土地)、再建築費評点補正率等(家屋)) 

・基準地価格 

  

 指定市町村に係る基準地価格通知(土地)   

10月 評価変動割合等調(下落修正反映後)検収(土地) 

総評価見込額照会(土地) 

  

 評価基準改正案に係る意見公募(経過措置(土地)、再建築費評点補正率等

(家屋)) 

  

11月 告示及び通知(経過措置(土地)、再建築費評点補正率等(家屋))   

12月    

１月 (令和９年度に係る賦課期日) 

総評価見込額提出(土地) 

  

２月 令和９年度の提示平均価額の通知(土地)   

３月    

 


